
医療機関・薬局の皆さまへ

電子処方箋を活用した場合

医療機関

・処方後は、患者に引換番号を伝え、それを患者が薬局に伝達するため、医療機関から薬局
へのFAX・メール送付、FAX番号・アドレスの確認等が不要に。

・患者が利用する薬局が電子処方箋のデータを取り込むと、それが処方箋原本の取得となる
ため、郵送等にかかる送料や事務作業の負担を削減。

医療機関では、データを用いたやり取りによって、
処方箋原本発送の手間やＦＡＸなどの設備が不要となり、
事務作業にかかるコストも削減。

薬局

・患者から引換番号と被保険者番号等が伝達されれば、電子的に処方箋（原本）を取得し、
調剤を開始できる。FAXやメールによる処方箋のコピーの受領、コピーの保存が不要に。

・電子処方箋の原本はデータのため、医療機関からの郵送物を受け取りも不要に。

・調剤後、電子処方箋管理サービスに調剤結果を登録し、処方箋（原本）のデータを電子的
に保管。データなので保管スペースが削減。

薬局では、データを用いたやり取りによって、
処方箋原本の受取やＦＡＸなどの設備が不要になり、負担が軽減。
紙ではなくデータで原本を保管できるのでスペースの節約にも！

電子処方箋対応施設では

データを活用し、重複投薬や併用禁忌をチェック！

※オンライン診療の実施に際しては「オンライン診療の適切な実施に関

する指針」に沿った対応をお願いいたします。

※オンライン服薬指導の実施に際しては、「オンライン服薬指導の実施

要領」に沿った対応をお願いいたします。

オンライン診療に関
するホームページ

▲

オンライン服薬指導
（薬局・薬剤師）に
関するホームページ

▲

電子処方箋に関するご不明点は、コールセンターへお問合せください。

■オンライン資格確認等コールセンター（通話料無料）

0800-080-4583
月曜日～金曜日（祝日を除く）8：00～18：00
土曜日（祝日を除く） 8：00～16：00

問い合わせフォーム
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/inquiry/inquiry.html

電子処方箋の
その他メリットや詳細情報はこちら！

医療機関等向け
総合ポータルサイト

厚生労働省HP

電子処方箋で
オンライン診療・オンライン服薬指導
に関するコストや業務を削減できます

医療機関では処方内容を確定する際に、薬局では電子処方箋管理サービスから薬局システム
に処方箋のデータを取り込む際に、処方・調剤する薬が重複投薬や併用禁忌にあたらないかを
電子処方箋管理サービスでチェック！より安心安全な医療を提供することができます。


